
8Taku City Public Relations MagazineTaku City Public Relations Magazine  20232023..1010

お
知
ら
せ

　次の条件に当てはまる６5歳以上の人は、介護保険料が減免される場合があります。

■災害で損害を受けた人
　・ 損害割合が10分の 3以上であること
　・ 令和 4年中の各世帯員の合計所得金額の合算額が

1,000万円以下であること

■�失業（定年退職・自己都合退職は除く）や長期入院
などで収入が著しく減少した人
　・ 令和 5年中の各世帯員の合計所得金額の合算額の

見積額が令和 4年中の各世帯員の合計所得金額の
合算額の10分の 5以下であること

　・ 令和 4年中の各世帯員の合計所得金額の合算額が
1,000万円以下であること

■�低所得者の人で生活に困窮されている人
　次のすべての要件を満たしている人
　・ 令和 5年度の介護保険料段階が第 2段階または第

3段階であること
　・ 世帯の令和 4年中の年間収入額が88万円以下であ

ること（世帯員がひとり増えるごとに41万円加算）
　・ 住民税課税者と生計を共にしていないこと
　・ 住民税課税者である親族などに扶養（税・医療）

されていないこと
　・ 各世帯全員の預貯金の合計額が180万円以下である

こと（預貯金には、生命保険の返戻金なども含む）
　・ 各世帯員全員が所有する不動産のすべて（自己居

住用および生計維持のためのものを除く）を活用
しても生活に困窮していること

◎申請方法
　 　申請内容によって提出する
書類が異なるため、事前にお
問い合わせください。

65歳以上の人の介護保険料の減免のお知らせ
問 佐賀中部広域連合 業務課　☎40−1135

医師氏名 医師氏名

諸隈 太郎
（理事長）

清松 和光
（院長）

梅村　愛

佐賀大
医学部

久留米大
医学部

古川　哲

酒井 和子

専門 専門午前・午後 午前・午後月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土
月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

月 火 水 木 金 土

午前
午後

午前
午後

午前
午後

午前

午後

○
○

○
○

○
○

○ ○
回診

回診

△
○

○
○

○
○

○
○

○ ○
回診○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○

○ ○ △ ○ ○ △
○

△
○

午前
午後

午前
午後

午前
午後 ※透析患者のみ

隔週

第2・4

外科

外科

内科
消化器

整形
外科

胸部外科
皮膚科

腎臓
内科

外科
消化器

○印が勤務です。△は特定日勤務です。お問合せください。
諸隈病院　外来診療担当医表

診察・リハビリで通院が困難
な方は、自宅まで無償で送迎
します。まずはお気軽にご相
談ください。

☎７４－２１００　担当　西村
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